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地球環境について常に考慮し、環境負荷に対する改善活動に専心することを重要方針
とする。

（５） 環境負荷対応製品の製造及び普及に向けた広報活動の徹底

（６） 周辺地域を含む清掃活動の推進

　　 以下重要課題の解決に向けた活動推進。

（４）  化学物質使用量の削減

環境方針

     システムの継続的改善。

３， 環境負荷低減の実現と高生産組織への変遷同時達成。

（１）  廃棄物の分別管理と排出量削減及びリサイクルの推進

（２）  省資源、省エネルギーの推進

（３） 水使用量の削減及び水質汚濁の防止

２， 環境目標の設定及び実施状況の定期的確認、見直しによる環境マネジメント

５， 経営における課題とチャンスを踏まえて取り組む

エコアクション２１　環境経営方針

基本理念

　株式会社勝田製作所は、会社、社員一致協力のもと、地域及び地球環境との調和、

に普及、根付くことを基本理念とする。

１， 当社事業活動に係る環境関連法規、条例の遵守。

保全に貢献、寄与する製造業を目指すと共に、当該活動が地域のみならず、社会全体

　当社、社員は当該理念を共有することを第一とし、製造業として、各社員が地域及び

４， 社員教育、啓蒙活動による社員全員への周知徹底及び環境保全意識の高揚に
　　 努めると共に、当該環境経営方針の一般公開を行う。

改訂日：2020年11月30日(第1回）

制定日：2011年10月21日

代表取締役 勝田 忠司
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(全組織・全活動を対象とする)

１－２.　所在地
　　　　　〒536-0014　大阪市城東区鴫野西3丁目3番43号

１．事業活動の概要

大阪市城東区鴫野西4-17-19
守口市南寺方東通り6-15-22

　　　　　　　　　　　Ｅ-ｍａｉｌ　info@katsuda-works.co.jp

　　　　　紙断裁機および周辺機の製造・販売

　　　　　従業員数　45名 (2022年8月現在)
　　　　　2021年度売上高　10億円

　　　　　工場延べ床面積　2800m
3

　　　　　　　　本社工場（第2工場を含む）
　　　　　　　　第3工場
　　　　　　　　守口工場

　　　　　関連事業所

１－４.　事業の内容

１－５.　事業の規模

　　　　　登録組織名　　　株式会社　勝田製作所

１－６.　認証・登録の対象組織

大阪市城東区鴫野西3-3-43

１－３.　環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　　　連絡先　ＴＥＬ 06-6961-3945
              　　　　FAX　06-6961-7705

　　　　　環境管理責任者　　　管理部　課長　勝田真也

１－１.　事業者名及び代表者名
　　　　　株式会社　勝田製作所
　　　　　代表取締役　勝田忠司

福岡県筑紫郡那珂川町恵子1-17
大阪市城東区東中浜7-31

（※1）営業所および出張所は、建屋所有者の環境管理下（従業員および委託
        先の自宅）のため対象外とする。

　　　　　対象外
　　　　　　　　四国営業所（※1）
　　　　　　　　名古屋出張所（※1）
　　　　　　　　新潟出張所（※1）

　　　　　　　　福岡営業所
　　　　　　　　中浜工場(2022年10月竣工予定）
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作成

環・責任者

（役割）

加工課MC
グループ

加工課NC
グループ

組立課
仕上組立
グループ

組立課
調整組立
グループ

電気課
本社営業課・
技術サービス

技術部 管理部

環境管理責任者

＊日常活動の推進

2022年8月31日

承認

社長

勝田 勝田

２．ＥＡ２１実施体制

＊環境管理責任者の補佐 ＊手順書などの作成

*負荷及び取組の自己チェックの実施 *関連法規の順守状況管理

＊環境レポートの承認 ＊各種目標・計画の承認

＊EA２１システムの維持・管理・統括

＊各種目標・計画の報告と進捗確認

環境管理責任者

株式会社　勝田製作所　環境活動計画に関わる組織図（および役割）

＊環境方針の策定 ＊環境管理責任者の任命

＊全体の評価と見直し ＊資源の確保
環境管理最高責任者

事務局

エコフレンド２１環境管理推進委
員会

苦情窓口

一般社員

＊各種目標・計画管理 ＊その他EA２１に関する業務

*外部からの環境に関わる苦
情を受けた場合、直ちに上記
窓口に取り次ぎ、対応は必ず

上記窓口が行う。

＊各種目標・計画の策定 ＊教育・訓練計画の策定と実施

＊環境レポートの策定 ＊各種記録の保管

*各種目標・計画取り纏めと進捗確認

*各種目標・計画の推進

*グループ内の取り纏め
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2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

目標 目標 目標

基準年比 基準年比 基準年比
排出量削減 産業廃棄物 ｔ/億円 2.82 2.79 2.76 2.73

リサイクル推進 排出量削減 比率（％） 100 -1 -2 -3

電気 ｋWｈ/億円 36466 36101 35736 35372

使用量削減 比率（％） 100 -1 -2 -3

ガソリン ℓ/億円 2755 2727 2699 2672

使用量削減 比率（％） 100 -1 -2 -3

ガス ㎥/億円 128.2 126.9 125.6 124.3

使用料削減 比率（％） 100 -1 -2 -3

灯油 ℓ/億円 199.1 197.1 195.1 193.1

使用料削減 比率（％） 100 -1 -2 -3

CO2 kｇ‐CO2 267829 265150 262472 259794

排出量削減 比率（％） 100 -1 -2 -3

水使用量削減 総排水量 ㎥/億円 105.2 104.1 103 102

水質汚濁防止 削減 比率（％） 100 -1 -2 -3

トルエン トルエン トルエン トルエン

240 237.6 235.2 232.8

キシレン キシレン キシレン キシレン

46.8 46.3 45.8 45.3
エチルベンゼン エチルベンゼン エチルベンゼン エチルベンゼン

18.5 18.3 18.1 17.9

比率（％） 100 -1 -2 -3

環境負荷対応 オーバホ-ル機 台 88 89 90 91

製品製造
製造台数の

増加
比率（％） 100 2 3 4

環境負荷対応 周辺環境美化 周辺環境美化 周辺環境美化 周辺環境美化

製品製造 ------- ------- ------- -------

環境経営目標 環境負荷
基準

化学物質
使用量削減

化学物質
使用量削減

※目標値及び実績は原単位（売上1億円辺り）の値(各項目毎の桁で切り捨て表示)で設定
する(CO2排出量は除く）
※電力のCO2排出係数は以下のものを使用
　　大和ハウス　0.417㎏-CO2/ｋWｈ　2020年度調整後

環境配慮

環境配慮 周辺環境美化

３．環境経営目標

2020年度を基準年度に2021年度～2023年度の中期計画を示す。

水

化学物質

ｋg/億円

廃棄物

省エネルギ-推進

二酸化炭素

省エネルギ-推進

省エネルギ-推進

省エネルギ-推進

省エネルギ-推進
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(１)本年度の取組結果とその評価

基準年度 目標
実績 /

基準年度比
産業廃棄物 ｔ/億円 2.82 2.79 2.74

排出量削減
比率
（％）

100 -1 -2.81

電気 ｋWｈ/億円 36466 36101 37501

使用量削減
比率
（％）

100 -1 2.84

ガソリン ℓ/億円 2755 2727 2532

使用量削減
比率
（％）

100 -1 -8.12

ガス ㎥/億円 128.2 126.9 100.50

使用料削減
比率
（％）

100 -1 -21.62

灯油 ℓ/億円 199.1 197.1 248.0

使用料削減
比率
（％）

100 -1 24.55

CO2 kｇ‐CO2 267829 265150 237084

排出量削減
比率
（％）

100 -1 -11.479

総排水量 ㎥/億円 105.2 104.1 93.5

削減
比率
（％）

100 -1 -11.10

トルエン トルエン トルエン トルエン

240 232.8 263.0 88.51%
キシレン キシレン キシレン

46.8 45.3 38.3
エチルベンゼン エチルベンゼン エチルベンゼン

18.5 17.9 14.73 キシレン

118.22%
トルエン

9.57

キシレン

-18.08
エチルベンゼン

-20.22 121.55%

オーバホ-ル機 台 88 89 98

製造台数の増加
比率
（％）

100 2 11

周辺環境美化 周辺環境美化 周辺環境美化 --------

実施 実施 実施 --------

化学物質
使用量削減

※目標値及び実績は原単位（売上1億円辺り）の値(各項目毎の桁で切り捨て表示)で設定
する(CO2排出量は除く）
※電力のCO2排出係数は以下のものを使用
　　大和ハウス　0.417㎏-CO2/ｋWｈ　2020年度調整後

４.　環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

〇：達成 ×:目標未達

101.69% ○

96.27% ×

2020年度 2021年度
目標達成度及び評価

（目標／実績）×100％
項　目

107.72% ○

126.27% ○

79.47% ×

111.84% ○

111.30% ○

kg/億円

×

比率
（％）

100 -1

○

○

エチルベンゼン

110.11% ○

周辺環境美化 〇
実施の
有無

7 / 15



 （２）環境経営目標と本年度実績

①電力使用量

②ガソリン使用量
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8.12%削減

2.84%増加
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③ガス使用量

ガス使用量(㎥)

④灯油使用量
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24.55%増加

21.62%削減
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⑤水使用量

⑥産業廃棄物排出量
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基準

目標

実績

2.81%削減

11.1%削減
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⑦CO2排出量推移
実排出量
2020年度 kg-CO2
2021年度 kg-CO2
2022年度 kg-CO2
2023年度 kg-CO2

CO2排出量(kg-CO2) の算出においては調整後排出係数は以下のものを使用

大和ハウス工業： 0.417 kg-CO2/kWh　2020年度調整後

⑧化学物質使用量

267,829
237,084

0
0

240.05 

46.78 

18.46 

263.02 

38.32 

14.73 

0.00 

50.00 

100.00 

150.00 

200.00 

250.00 

300.00 

トルエン キシレン エチルベンゼン

化
学
物
質
使
用
量(

k

g

/

億
円)

第1種指定化学物質使用量(kg/億円)

基準

実績

267,829

237,084
220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

CO2排出量

9.57%増加

18.08%削減

20.22%削減

11.479%削減

11 / 15



　　　　　　　　　　　　　　　　〇：実施　△：一部実施、　×:未実施、目標未達

目標項目と取組計画 達成
状況

目標達成状況を含む「活動計画取組結
果」の評価

廃棄物の分別管理及び排出量削減並びに
リサイクルの推進
コピー紙の両面使用等､使用を削減

紙類分別による､リサイクル推進

産業廃棄物の適正処理徹底及び削減

(廃油一座プラスチック･水銀使用製品など)

リサイクル品分別の徹底

(缶､ビン､ペットボトル)

省エネルギーの推進
　冷暖房設定温度の順守

　　製造現場冷房25°C暖房18°C

　　事務所他冷房27°C暖房20°C

　冷暖房機使用の制限

　　(昼休憩及び17:00以降の原則停止)

　冷暖房機フィルターの定期的清掃の実施

　冷暖房機使用中のドア等の解放厳禁

　工場照明の最適化の実施

　工場内照明の順次LED照明化

　アイドリングストップの励行

　エコ運転による走行距離の伸長

　ハイブリッド車への置換

　適正積量による車両運転

　暖水の使用量削減

　ストーブの使用削減

水使用量の削減及び水質汚濁の防止
水進水使用量の削減及び節水の意識付け

水道配管からの漏水の定期的確認

(水使用量の異常値有無)

化学物質使用量の削減
シンナー使用量の削減(代替品切替含む)

　

環境負荷対応製品の製造
中古断裁機の収集強化によるﾘｻｲｸﾙ推進

オーバーホール機の提案によるﾘｻｲｸﾙ推進

周辺地域を含む清掃活動の推進
会社周辺地域の清掃活動(毎月月末)

環境に関する教育及び訓練
　｢EA２1における環境目標と活動計画｣

　｢環境法規｣

　｢緊急事態に係る訓練｣

○

（3）当年度の取り組み項目と評価

〇

全部署実施達成。
特にリサイクル品分別に関し、社全体で意識が浸
透している。
次年度以降、「廃油量削減」等社内テーマを持っ
て改善活動を行っていく。

△

CO2削減目標に関しては達成できているが、夏季
期間における冷房設備の使用削減に関しては未達
成。現段階において再考すべきこと、特に夏冬の
冷暖房設備の使用状況は深く考察する必要がある
が、新工場設立に伴い照明のLED化が進み、また
最新の冷暖房設備の導入により省エネは次年度以
降一層進捗すると考える。ただし設備導入による
課題解決だけではなく現状の正確な把握・未達成
要因の分析及びそれに対する施策は随時検討実施
が必要であると考える。

全部署実施達成。
社内教育及び使用場の注意喚による節水に対する
意識定着が要因であると考える。継続努力のうえ
更なる改善を目指す。

△

新型コロナウィルス対応の為､書類掲示のみを実施
｢環境目標と活動計画」
｢緊急事態訓練｣(2022/5/7 実施）

〇

洗浄工程においてトルエンが配合されたシンナー
などの使用を取りやめた為､大幅に削減。
現在塗装業務に使用する塗料の見直し・変更の為
塗料選定を行っている。また使用量削減に対する
従業員教育の定期実施等、以降も「社員及び環境
の相互配慮」を基に改善を行う。

〇

中古断裁機の製造･出荷に関して昨期台数を維持

〇
毎月月末に全社員で実施及び継続
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※ 次年度の環境経営計画については本年度の実績を元に設定する

   ・     社内照明の順次LED照明化（令和3年3月実施予定)

   ・     会社周辺地域の清掃活動（毎月月末）

⑦ 環境に関する教育及び訓練
   ・     「エコアクション２１における環境目標と活動計画」
   ・     「環境法規」

   ・     ストーブの使用削減

③ 水使用量の削減及び水質汚濁の防止
   ・     水道水使用量の削減及び節水の意識付け
   ・     水道配管からの漏水の定期的確認（水使用量の異常値有無）

④ 化学物質使用量の削減

   ・     アイドリングストップの励行
   ・     エコ運転による走行距離の伸長
   ・     ハイブリッド車への置換
   ・     適正積量による車両運転   
   ・     暖水の使用量削減

   ・     冷暖房機使用中のドア等の解放厳禁

   ・     工場照明の最適化の実施
   ・     工場内照明の順次LED照明化

   ・     空調服の導入

   ・     シンナー使用量の削減（代替品切替含む）

⑤ 環境負荷対応製品の製造
   ・     中古断裁機の収集強化によるリサイクル推進
   ・     オーバーホール機の提案によるリサイクル推進

⑥ 周辺地域を含む清掃活動の推進

 （４）次年度の主要な環境活動の内容

① 廃棄物の分別管理及び排出量削減並びにリサイクルの推進
   ・   コピー紙の両面使用等、使用を削減
   ・     紙類分別による、リサイクル推進
   ・     産業廃棄物の適正処理を徹底及び削減（廃油・廃プラスチック・水銀使用製品など）
   ・     リサイクル品（缶、ビン、ペットボトル）分別の徹底

② 省資源、省エネルギーの推進
   ・     冷暖房設定温度の順守

製造現場　冷房25℃　暖房18℃
事務所他　冷房27℃　暖房20℃

   ・     冷暖房機使用の制限（昼休憩及び17：00以降の原則停止）
   ・     冷暖房機フィルターの定期的清掃の実施

   ・     「 緊急事態に係る訓練」
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順守

○

○

○

○

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
なお、関係当局よりの違反等の指摘はありませんでした。

・中浜倉庫の空調機器について廃棄処理を実施（2021年9月2日）
・フロン排出抑制法において定期点検を実施（2021年9月7日)

５．環境関連法規制等の順守状況のチェック及び違反・訴訟等の有無

・産業廃棄物マニフェスト交付

・少量危険物の取扱い

・行政への届け出

大阪府化学物質管
理制度

PRTR制度 ・特定化学物質の取扱量・排出量の管理

管理部門

環境管理推進委員会

安全衛生委員会

環境管理推進委員会

環境管理推進委員会

適用される法規制

廃棄物処理法

消防法

内容

○

○

騒音規制法

・産業廃棄物の委託契約の締結

①環境関連法規制等の順守状況

・少量危険物保管場所の管理

②訴訟について
取組期間中、外部からの環境に関する苦情・要請等はありませんでした。

労働安全衛生法

・特定化学物質障害予防規則に基づく作業
者の特殊健康診断（30年間記録保存）

○ 安全衛生委員会

・エアコンの定期点検

・特定化学物質の取扱量・排出量の管理

環境管理推進委員会

・作業環境測定

・作業者健康診断

・特別施設の使用届

フロン排出抑制法
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環境経営方針：　現行通りで変更なし
環境経営目標・環境経営計画：現行通りで変更なし
実施体制：現行通りで変更なし
実施日：2022年10月7日

総合的評価として、ＣＯ２排出量の実排出量における削減、加えて原単位での多項目にわたる使用量削減の達成状
況は非常に評価ができると考えるが、電気使用量につき、今回も改善に至らなかった状況においては依然課題点が
残ると考える。2022年10月、本社工場の製造部門が中浜工場へと移転した。それに伴い省エネ装置を具備した冷暖
房設備の設置、全照明のLED化、有機溶剤の代替等環境を前提とした活動が大きく進捗するに至った。当該状況の
もと、設備的・製品的には環境配慮を充足したものへと変化を遂げたが、各人の環境への取組意識は依然重要であ
ると考える。継続して従業員全体に作業工程のみならず実生活においても環境への配慮を意識するよう社内共有し
ていきたい。全体的なエネルギー使用量においても環境等の外的要因に左右されない対策の検討・実施を継続する
と共に社内のみならず、更なるエコを社外発信することも実施していきたいと考える。環境保護・省エネルギーに注力
している他企業工場の視察の実施、それによる弊社へのフィードバックの可否の検討、環境教育の場及び時間の増
加等会社及び社員の意識レベルを高水準で維持することを現実的な取り組みとして行い、思考・行動の一連の過程
において全社的に環境配慮が当然となる組織体を究極的に目指す。

６．代表者による全体の評価と見直し・指示
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